
国
民
健
康
保
険
税
納
税
通
知
書
を
郵
送

　
７
月
中
旬
に
平
成
25
年
度
の
国
民
健
康

保
険
税
納
税
通
知
書
を
納
税
義
務
者
で
あ

る
世
帯
主
宛
て
に
郵

送
し
ま
す
。
同
封
の

納
付
書
（
納
め
る
た

め
の
用
紙
）
で
納
付

の
際
は
、
納
期
を
間

違
え
な
い
よ
う
注
意

し
て
く
だ
さ
い
。
ま

た
、
領
収
証
書
な
ど
は
所
定
の
用
紙
に
貼

る
な
ど
し
て
大
切
に
保
管
し
て
く
だ
さ
い
。

◎
被
保
険
者
の
異
動
や
所
得
の
変
更
な
ど

に
よ
り
、
一
度
決
定
し
た
国
民
健
康
保
険

税
額
が
変
更
に
な
っ
た
場
合
は
、
そ
の
つ

ど
国
民
健
康
保
険
税
の
変
更
（
更
正
）
通

知
書
を
郵
送
し
ま
す
。

国
民
健
康
保
険
税
の
納
付

　
国
民
健
康
保
険
税
の
納
付
方
法
に
は
、

納
付
書
ま
た
は
口
座
振
替
で
納
付
す
る

『
普
通
徴
収
』
と
世
帯
主
（
国
民
健
康
保

険
の
被
保
険
者
）
の
方
が
受
給
し
て
い
る

年
金
か
ら
差
し
引
い
て
納
付
す
る
『
特
別

徴
収
』
が
あ
り
ま
す
。

◆
普
通
徴
収

納
付
回
数　
原
則
と
し
て
８
回
（
平
成
25

年
７
月
〜
26
年
２
月
）

納
期
ご
と
の
金
額　
１
年
間
の
国
民
健
康

保
険
税
を
８
回
に
分
け
た
金
額

◎
該
当
納
期
の
金
額
が
当
月
分
と
い
う
こ

と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

納
付
期
限　
原
則
と
し
て
そ
の
月
の
月
末

が
納
期
限
（
月
末
が
土
・
日
曜
日
ま
た

は
祝
日
の
場
合
、
納
期
限
は
翌
月
の
最

初
の
開
庁
日
）

◎
口
座
振
替
を
希
望
す
る
場
合
は
、
取
扱

金
融
機
関
で
申
し
込
ん
で
く
だ
さ
い
。
ま

た
、
郵
送
で
の
手
続
き
も
可
能
で
す
。
詳

細
は
、
市
役
所
２
階
収
税
課
（
☎
２
９
９

８-

９
０
７
３
）
ま
で
、
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

◆
特
別
徴
収

納
付
回
数　
原
則
と
し
て
６
回
（
年
金
振

込
月
の
４
月
、
６
月
、
８
月
、
10
月
、

12
月
、
翌
年
２
月
）

納
期
ご
と
の
金
額　
１
年
間
の
国
民
健
康

保
険
税
を
６
回
に
分
け
た
金
額

◎
該
当
納
期
の
金
額
が
当
月
分
と
い
う
こ

と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

特
別
徴
収
の
対
象　
次
の
全
て
の
要
件
に

該
当
す
る
世
帯
主

①
世
帯
主
が
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者

で
あ
る
こ
と

②
世
帯
内
の
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者

全
員
が
、
65
歳
か
ら
74
歳
ま
で
の
方
で

あ
る
こ
と

③
特
別
徴
収
の
対
象
と
な
る
年
金
の
年
額

が
18
万
円
以
上
で
あ
る
こ
と

④
国
民
健
康
保
険
税
と
介
護
保
険
料
の
合

計
額
が
、
特
別
徴
収
の
対
象
と
な
る
年

金
額
の
２
分
の
１
を
超
え
な
い
こ
と

◎
世
帯
主
で
な
い
方
が
受
給
し
て
い
る
年

金
か
ら
国
民
健
康
保
険
税
を
差
し
引
く
こ

と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

国
民
健
康
保
険
税
の
納
付
相
談

　
納
付
が
困
難
な

場
合
に
は
、
未
納

の
ま
ま
に
せ
ず
、

市
役
所
２
階
収
税

課
（
☎
２
９
９
８

-
９
０
７
３
）
ま

で
、
早
め
に
相
談

し
て
く
だ
さ
い
。

国
民
健
康
保
険
税
の
減
免
制
度

　
災
害
に
あ
っ
た
場
合
な
ど
、
特
別
な
事

情
が
あ
る
場
合
に
は
、
保
険
税
の
減
免
が

認
め
ら
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
特
に
、

東
日
本
大
震
災
で
被
災
さ
れ
た
世
帯
で
、

国
民
健
康
保
険
に
加
入
し
て
い
た
方
が
居

住
し
て
い
た
地
域
が
、
福
島
第
一
原
子
力

発
電
所
の
事
故
に
よ
り
避
難
指
示
の
対
象

と
な
っ
て
い
る
場
合
は
減
免
が
認
め
ら
れ

る
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
、
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

問
国
保
年
金
課
（
国
民
健
康
保
険
担
当
）

　
☎
２
９
９
８-

９
１
３
１

　
経
済
的
な
理
由
や
災
害
な
ど
に
よ
り
保

険
料
を
納
め
る
こ
と
が
困
難
な
場
合
、
申

請
に
よ
り
保
険
料
の
全
額
・
半
額
・
４
分

の
３
ま
た
は
４
分
の
１

の
額
を
免
除
し
ま
す
。

　

免
除
に
あ
た
っ
て
は
、

年
金
事
務
所
で
申
請
者

・
配
偶
者
・
世
帯
主
の

前
年
所
得
な
ど
の
審
査

が
あ
り
ま
す
。

　
ま
た
、
一
時
的
に
保
険
料
の
支
払
い
を

猶
予
す
る
制
度
と
し
て
、
保
険
料
を
納
め

る
こ
と
が
困
難
な
学
生
に
は
、
申
請
者
の

み
の
所
得
を
審
査
す
る
「
学
生
納
付
特
例

制
度
」
、
学
生
以
外
の
30
歳
未
満
の
方
に

は
、
申
請
者
と
配
偶
者
の
所
得
の
み
を
審

査
す
る
「
若
年
者
納
付
猶
予
制
度
」
が
あ

り
ま
す
。

【
申
請
に
必
要
な
も
の
】

①
全
て
の
方
…
年
金
手
帳
（
20
歳
到
達
時

は
不
要
）
、
印
鑑
（
本
人
申
請
の
場
合

は
不
要
）

②
失
業
し
た
こ
と
に
よ
り
申
請
す
る
方
…

①
に
加
え
「
雇
用
保
険
被
保
険
者
離
職

票
」
ま
た
は
「
雇
用
保
険
受
給
資
格
者

証
」

③
平
成
25
年
１
月
２
日
以
降
に
転
入
し
た

方
…
①
に
加
え
、
前
年
所
得
の
確
認
で

き
る
書
類
（
源
泉
徴
収
票
や
課
税
証
明

書
な
ど
）

④
学
生
の
方
…
①
に
加
え
、
学
生
証

【
注
意
事
項
】

▼
申
請
は
毎
年
必
要
で
す
。

▼
学
生
納
付
特
例
制
度
は
４
月
、
そ
の
他

の
免
除
制
度
は
７
月
が
そ
の
更
新
時
期

で
す
。

▼
全
額
免
除
・
若
年
者
納
付
猶
予
に
該
当

す
る
場
合
は
希
望
に
よ
り
翌
年
分
の
手

続
き
を
し
な
く
て
も
継
続
で
き
る
制
度

が
あ
り
ま
す
。

申
問
市
役
所
１
階
国
保
年
金
課
（
国
民
年

金
担
当
）
☎
２
９
９
８-

９
０
９
５

　
７
月
１
日
か
ら
、
コ
バ
ト
ン
お
達
者
倶

楽
部
が
ス
タ
ー
ト
し
ま
す
。

　
目
標
の
お
店
を
１
カ
所
決
め
て
、
楽
し

く
買
い
物
を
し
、
お
店
で
押
し
て
も
ら
っ

た
ス
タ
ン
プ
が
10
個
貯
ま
っ
た
ら
、
登
録

店
な
ど
か
ら
特
典
（
割
り
引
き
や
日
用
品

な
ど
）
が
受
け
ら
れ
ま
す
。

　
定
期
的
な
外
出
と
い
う
気
軽
な
健
康
づ

く
り
に
、
ぜ
ひ
参
加
し
て
く
だ
さ
い
。

対
市
内
に
住
所
の
あ
る
65
歳
以
上
の
方

◆
参
加
方
法

①
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
ま
た
は
市
役

所
１
階
高
齢
者
支
援
課
で
『
コ
バ
ト
ン

お
達
者
倶
楽
部
カ
ー
ド
』
と
パ
ン
フ
レ

ッ
ト
を
受
け
取
る
。

②
登
録
店
ま
た
は
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ

ー
の
中
か
ら
、
カ
ー
ド
１
枚
に
つ
き
通

う
場
所
を
１
カ
所
決
め
、
３
カ
月
で
10

回
を
目
標
に
通
う
。
（
カ
ー
ド
の
有
効

期
限
は
３
カ
月
間
）

③
買
い
物
や
来
所
の
た
び
に
カ
ー
ド
を
提

示
し
て
ス
タ
ン
プ
欄
に
日
付
を
記
入
し

て
も
ら
い
、
ス
タ
ン
プ
を
押
印
（
原
則

１
日
１
回
）
し
て
も
ら
う
。

④
ス
タ
ン
プ
が
10
個
貯
ま
っ
た
ら
、
登
録

店
な
ど
か
ら
特
典
（
割
り
引
き
や
日
用

品
な
ど
）
が
受
け
ら
れ
る
。

⑤
３
カ
月
以
内
に
達
成
で
き
な
い
場
合
は
、

再
び
カ
ー
ド
を
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ

ー
ま
た
は
市
役
所
１
階
高
齢
者
支
援
課

に
取
り
に
行
く
。

◆
登
録
店
（
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
を

含
む
）

　
カ
ー
ド
と
一
緒
に
登
録
店
の
一
覧
表
を

渡
し
ま
す
。
登
録
店
に
は
特
典
内
容
を
記

載
し
た
ス
テ
ッ
カ
ー
や
ポ
ス
タ
ー
を
掲
示

し
て
い
ま
す
。

◎
最
新
の
登
録
店
は
、
県
HP
（
「
コ
バ
ト

ン
お
達
者
倶
楽
部
」
で
検
索
）
に
掲
載
し

て
い
ま
す
。

◆
登
録
店
を
募
集

　
事
業
に
協
力
し
て
い
た
だ
け
る
店
舗
・

企
業
を
随
時
募
集
し
て
い
ま
す
。

　
参
加
者
が
週
に
１
回

程
度
来
店
す
る
の
で

「
お
得
意
様
」
の
増
加

が
期
待
で
き
ま
す
。

申
問
高
齢
者
支
援
課

　
☎
２
９
９
８-

９
１
２
０

国
民
健
康
保
険
に
加
入
の
皆
さ
ん
へ

〜
国
民
健
康
保
険
税
納
税
通
知
書
を
郵
送
〜

皆
さ
ん
の
善
意

◆
後
期
高
齢
者
医
療
被
保
険
者
証
（
保
険

証
）
の
一
斉
更
新

　
新
し
い
『
後
期
高
齢
者
医
療
被
保
険
者

証
（
紺
色
）
』
を
７
月
中
に
郵
送
し
ま
す
。

有
効
期
限
が
平
成
25
年
７
月
31
日
の
同
被

保
険
者
証
（
緑
色
）
は
、
市
役
所
１
階
福

祉
総
務
課
ま
た

は
、
ま
ち
づ
く

り
セ
ン
タ
ー
に

返
却
す
る
か
、

は
さ
み
を
入
れ

て
破
棄
し
て
く

だ
さ
い
。

◆
「
後
期
高
齢
者
医
療
限
度
額
適
用
・
標

準
負
担
額
減
額
認
定
証
」
の
申
請

　
後
期
高
齢
者
医
療
の
被
保
険
者
が
市
民

税
非
課
税
世
帯
に
属
し
て
い
る
場
合
「
後

期
高
齢
者
医
療
限
度
額
適
用
・
標
準
負
担

額
減
額
認
定
証
」
を
提
示
す
る
こ
と
で
、

入
院
・
外
来
と
も
に
同
一
月
で
同
一
医
療

機
関
の
窓
口
で
の
支
払
い
が
自
己
負
担
限

度
額
ま
で
と
な
り
ま
す
。
該
当
す
る
方
に

は
、
申
請
に
よ
り
認
定
証
を
交
付
し
ま
す
。

　
認
定
証
の
交
付
や
自
己
負
担
限
度
額
の

詳
細
は
、
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

◆
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料

　
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
は
、
被
保
険

者
全
員
が
等
し
く
負
担
す
る
「
均
等
割
額
」

と
被
保
険
者
の
前
年
の
所
得
に
応
じ
て
負

担
す
る
「
所
得
割
額
」
の
合
計
額
に
な
り

ま
す
。

均
等
割
額　
４
１
、
８
６
０
円

所
得
割
率　
８
・
25
％

　
平
成
25
年
度
の
後
期
高
齢
者
医
療
保
険

料
額
決
定
通
知
書
は
、
７
月
中
旬
に
郵
送

し
ま
す
。

申
問
福
祉
総
務
課

　
☎
２
９
９
８-

９
１
１
３

中　
み
よ
様（
壁
掛
け
時
計
１
個
）

【
松
原
学
園
へ
】
●
三
国
コ
カ
・
コ
ー

ラ
ボ
ト
リ
ン
グ
㈱
様（
清
涼
飲
料
水
48
本
）

【
亀
鶴
園
へ
】●
渡
辺
陽
子
様（
手
縫

い
の
巾
着
袋
１
０
０
枚
）

※
４
月
16
日
か
ら
５
月

15
日
ま
で
の
受
け
付
け

分
で
す
。
あ
り
が
と
う

ご
ざ
い
ま
し
た
。

【
愛
の
福
祉
基
金
へ
】
●
所
沢
友ゆ

う

和わ

会
様
（
１
１
４
、０
０
０
円
）
●

カ
ラ
オ
ケ
サ
ー
ク
ル
よ
か
ど
会
様

（
３
０
、６
６
７
円
）
●
㈱
中
央
管
財

様（
５
千
円
）

【
老
人
憩
の
家
み
か
じ
ま
荘
へ
】
●

③買い物など
　に出かける

①カードを受
　け取りに行く

④スタンプ押印
⑤特典の提供

②カードの配布
　事業の説明

　け取りに行く

②カードの配布

地域包括支援
センターまたは
高齢者支援課

③買い物など
　に出かける 登録地域包括

支援センター

登録店
②カードの配布②カードの配布②カードの配布②カードの配布 ④スタンプ押印

⑤特典の提供
②カードの配布

⑤特典の提供

登録店
④スタンプ押印②カードの配布 スタンプ押印スタンプ押印②カードの配布 声掛け隊

声掛け

参加者

　事業の説明

会員カード お体お変わり
ありませんか

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に
加
入
の
皆
さ
ん
へ

〜
後
期
高
齢
者
医
療
被
保
険
者
証
を
郵
送
〜

コ
バ
ト
ン
お
達た

っ

者し

ゃ

倶く

楽ら

部ぶ

　
外
出
で
楽
し
み
な
が
ら

　
　
　

  

健
康
づ
く
り
を
し
ま
し
ょ
う

国
民
年
金
保
険
料
の
免
除
制
度

（
学
生
納
付
特
例
制
度
・
若
年
者
納
付
猶
予
制
度
）

被保険者証

○
○ 

○
○
様

埼玉県マスコット
「コバトン」
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